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2ながはま市議会だより

令和６年定例会が開会しました
会期／令和６年８月１日～令和７年６月２４日(328日間)

令和６年８月１日の招集議会で新たな議長・副議長を
はじめ、委員会の委員が決まりました。
すでに新体制の下、取組を進めています。

予算常任委員会
大 橋 延 行○竹 本 直 隆

議長を除く全議員
◎

◎

◎

議会運営委員会
大 橋 延 行
中 川 　 勇

◎委員長　○副委員長

岩 川 信 子
千 田 貞 之
藤 井 　 登
矢 守 昭 男

多 賀 修 平
中 川 　 勇
村 山 さ お り

北 川 陽 大
千 田 貞 之
中 川 リ ョ ウ
矢 守 昭 男

鋒 山 紀 子
中 川 　 勇
岩 川 信 子

鬼 頭 明 男
竹 本 直 隆
松 本 長 治

○中 川 リ ョ ウ
千 田 貞 之
橋 本 典 子

◎

議会活性化検討委員会
岩 川 信 子
鬼 頭 明 男
橋 本 典 子

中 川 　 勇
北 川 陽 大
竹 本 直 隆

○押 谷 正 春
大 橋 延 行
杉 本 英 一
藤 井 　 登

広報広聴委員会
押 谷 正 春
杉 本 英 一
橋 本 典 子
村 山 さ お り

○田 中 真 浩
鬼 頭 明 男
中 川 リ ョ ウ
鋒 山 紀 子

◎

地域医療再編特別委員会
伊 藤 喜 久 雄
加 納 義 之
杉 本 英 一
橋 本 典 子

中 川 リ ョ ウ
大 橋 延 行
鬼 頭 明 男
中 川 　 勇

○松 本 長 治
岩 川 信 子
北 川 陽 大
竹 本 直 隆
村 山 さ お り

長浜水道企業団議会議員
加 納 義 之
田 中 真 浩
藤 井 　 登

岩 川 信 子
髙 山 　 亨
橋 本 典 子

湖北広域行政事務センター議会議員
鬼 頭 明 男
髙 山 　 亨
橋 本 典 子
矢 守 昭 男

押 谷 正 春
千 田 貞 之
中 川 リ ョ ウ
松 本 長 治

大 橋 延 行
杉 本 英 一
竹 本 直 隆
鋒 山 紀 子

湖北地域消防組合議会議員
加 納 義 之
杉 本 英 一
田 中 真 浩
松 本 長 治

伊 藤 喜 久 雄
鬼 頭 明 男
髙 山 　 亨
橋 本 典 子

長浜・米原市議会連絡協議会委員
髙 山 　 亨
鋒 山 紀 子

押 谷 正 春
藤 井 　 登
矢 守 昭 男

岩 川 信 子
田 中 真 浩
松 本 長 治

敦賀・長浜・高島三市議会協議会委員
（議長）
（議運委員長）
（健福委員長）
（予算委員長）

8月30日の会派代表者変更に伴い、議会運営委員会の委員が加納義之議員から中川勇議員に変更になりました。

（副議長）
（総教委員長）
（産建委員長）

髙 山 　 亨
中 川 リ ョ ウ
藤 井 　 登
竹 本 直 隆

議長・副議長あいさつ
　市民の皆さま方には、日頃より本市議会に対しまして、ご
理解とご協力を賜り心より感謝申しあげます。
　この度、令和６年長浜市議会定例会招集議会におきまし
て、議長及び副議長に就任いたしました。身に余る光栄であ
りますとともに、この重責を果たすため、渾身の努力を傾注
してまいりたいと考えております。
　地方分権改革の結果、自治体の「自己決定」や「独自性」の
ある運営が進み、二元代表制の一翼を担う議会の役割はま
すます重要となっています。市議会といたしましては、議会
改革をさらに進め、議会の行政に対するチェック機能や立法
機能の充実・強化、議員力の向上を図りますとともに、政治
倫理や法令の遵守の確立にも取り組み、市民に開かれた信
頼される議会の実現のため、議員一丸となって邁進してい
く所存です。
　今後も、皆さまからの負託に応えられるよう、誠心誠意努
力してまいりますので、ご支援とご協力をよろしくお願いい
たします。

議長
髙山　亨
平成30年に初当選
し、現在2期目。
これまで、総務教育常
任委員会委員長、議会
運営委員会副委員長、
広報広聴委員会委員
長などを歴任。

副議長
鋒山　紀子
平成26年に初当選
し、現在3期目。
これまで、副議長、総
務教育常任委員会委
員長、広報広聴委員会
委員長などを歴任。

役員等一覧表

令和６年招集議会
会期／８月１日
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　常任委員会の要とも言える
本委員会の委員長を拝命致し
ました。本委員会が果たすべき
役割を委員会内でしっかり議論
し、努めてまいりたいと思います。
　本委員会の所管は総務部、未
来創造部、市民協働部、防災危
機管理局をはじめ、会計課、教

育委員会、選挙管理委員会、監査委員等多岐にわたりま
す。少子高齢化が進み人口が減少傾向にある中、厳しい
財政状況が想定されますが、市民ニーズをしっかりお聞き
し、市政反映に全力を尽くす所存です。

　「認知症とともに生きる基本
条例」の策定に全力を尽くし、市
民が安心して暮らせるまちづく
りを目指しています。条例案の
検討や関係機関とのヒアリング
を経て、いよいよパブリックコメ
ントを実施する予定です。その
後、定例月議会への上程と周知

啓発を進めてまいります。また、条例策定以外にも、市民
の健康と福祉の向上に向けて、さまざまな課題に取り組
んでまいります。皆様のご意見に耳を傾けながら、共に問
題を解決していけるよう努力してまいります。

　本委員会において、産業の発
展と地域経済の活性化に全力
を尽くす所存です。特に、持続
可能な産業の推進と新技術の
導入に注力し、長浜市の将来に
向かって努力して参ります。ま
た、委員会の運営においては、
公正かつ透明性の高い議論を

心がけ、皆さんのご意見を尊重しながら進めてまいりま
す。開かれた議会として市民の皆様には、是非とも委員会
への傍聴にお越し頂くか議会中継で、この委員会にご参
加いただければ幸いです。

新しい常任委員長が今後の委員会運営についてお伝えします。

総務教育常任委員会　委員長　中川　勇

健康福祉常任委員会　委員長　藤井　登

産業建設常任委員会　委員長　岩川　信子

鬼頭 明男

令和６年招集議会
会期／８月１日

副委員長
北川 陽大

千田 貞之

田中 真浩 鋒山 紀子 松本 長治

副委員長
橋本 典子

伊藤喜久雄 加納 義之

竹本 直隆 村山さおり

副委員長
矢守　昭男

大橋 延行 押谷 正春

杉本 英一 多賀 修平 中川リョウ



市議会のことをもっと知ろう

市議会の役割

市議会のしくみ

地方議会＝二元代表制
市長と市議会議員をともに市民
が直接選挙で選ぶ制度のことを
いいます。 

市議会について分かりやすく
説明します。

執行機関は、法律や条例などに基
づいて、暮らしに関わるさまざま
な制度を提案し、市議会の決定に
基づいて実行します。

議　　決

監　　視

意見書提出

請願・陳情の受理

政策立案や提言

市の考え方を決定することは、市議会の基本的な役割です。条例の制定
・改正・廃止、予算の決定や決算の認定などを行います。

市の仕事が効果的・適正に行われているかチェックします。

市をよりよくするために必要なことを、国や県などに要望するため、市議
会の考えをまとめて意見書として提出します。

市民などから提出された要望を請願や陳情として受理し、請願について
は市議会で審査します。

市議会自らが条例などを発案するほか、施策などを市長等に対して提言
します。

議会紹介動画

市長
（執行機関）

条例・予算などを提案
市議会は、条例の制定や予算の決
定など、市政を進める上で大切な
ことを決めたり、チェックしたり、
国や県に提案したりしています。

市議会
（議事機関）

特集

市民

・市長と市議会議員がともに直接選挙で選ばれ、市民の代表となります。
・市長と市議会は対等の関係にあり、議論を重ねながら市民生活の向上
　に努めています。
・市議会の存在により、執行機関のチェックや市民意見の反映などを行
　うことができます。
・長浜市議会では、市民に対しての公開性や透明性の向上を図りながら、
　社会環境や経済情勢により新たに発生する諸課題に対応するため、不
　断の議会改革に取り組んでいます。

提案の議決

選挙選挙 選挙選挙

ＰｏｉｎｔＰｏｉｎｔ
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定例月議会の流れ

各常任委員会の担当

一般質問について

本会議
・話し合う議案について市長が説明をします。（提案説明）
・市が行っている仕事について市議会議員が質問をします。（代表質問・個人質問）
・議案についてわからないことを市議会議員が質問します。（質疑）
・議案を詳しく審査するため、委員会に話し合いの場を移します。（委員会付託）

委員会
委員会がそれぞれ担当の議案や請願を詳しく審査し、委員会
として賛成するかしないかを決めます。

委員会の審査結果を報告します。
　　　
議案や請願に賛成か反対かを全議員の表決で最終的に決定します。

委員会名

総務教育常任委員会

健康福祉常任委員会

産業建設常任委員会

予算常任委員会

市　　の　　担　　当　　部　　署

・総務部、未来創造部、市民協働部、防災危機管理局、会計課、教育委員会、
　選挙管理委員会、監査委員
・他の常任委員会の所属に属しない事項

・市民生活部、健康福祉部、病院事業

・産業観光部、都市建設部、農業委員会

・予算に関する事項

■一般質問とは？
市議会議員が市の執行部に対して、市政すべてに関わる内容について質問を行います。市民の代表である市議会議
員が市民の声を執行機関に届け、執行機関の考えや方針を問いただすことにより、市民の意見を市政に反映させるこ
とができる重要な機会です。長浜市議会では、一般質問を「代表質問」と「個人質問」に分けています。

■代表質問とは？
　市政に対して同じような考え方や意見をもっている議員で構成された「会派」という団体の代表１名が行う質問です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３月、９月）

■個人質問とは？
　会派の議員で代表質問を行わなかった議員や会派に所属しない議員が行う質問です。（３月、６月、９月、１２月）

常任委員会
・総務教育常任委員会
・健康福祉常任委員会
・産業建設常任委員会
・予算常任委員会

 特別委員会
・決算特別委員会（9月）
・その他、特定の問題の審査・調査が必要な時に
　設置される委員会

　　現在は、地域医療再編特別委員会が設置されています

本会議

5 ながはま市議会だより
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９月定例月議会　決算特別委員会報告

９月定例月議会
会期／８月30日～9月30日

令和５年度の決算議案を審査するため、正副議長を除く１９人で組織する「決算特別委員
会」を設けました。決算特別委員会では３つの分科会（総務教育分科会・健康福祉分科会・
産業建設分科会）を設け、専門的に審査しましたので、その主なものを紹介します。

議案第106号　令和５年度長浜市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、移住・定
住対策事業費について、地域おこし協力隊２名が年度の途中で退任したことについては、
地域おこし協力隊は地域の方と共に活動されることが多いため、事情は考慮するが、地域
の方の落胆も大きい。今回のことを踏まえて、期間の設定や人選については、今後に生か
されたい。

総務教育分科会　9月24日

意見

議案第106号　令和５年度長浜市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、「放課後
児童クラブ運営事業費」について、市内放課後児童クラブにおけるプール事故の後、様々
な安全対策を講じているとのことだが、小規模放課後児童クラブについては、行政からの
指導が過度の負担となり、クラブの運営に支障を生じさせることがないよう、適切にサポ
ートされたい。

意見

健康福祉分科会　９月19日

積算誤りによる入札の取りやめが同じ部署で２度も起こったことを踏まえ、今後は、事務
手続きにおけるチェック体制を十分に整えて再発防止に努められたい。

意見

市は、積算誤りによる入札の取りやめについて猛省するとともに、事務の誤りによって市
民生活に影響を及ぼすようなことがないよう、市を挙げて正確な事務執行に努められたい。

決算審査の過程における意見、指摘、要望等を真摯に受け止め、今後の予算編成及び予算執行並
びに行政運営に生かされるよう求めました。

付言

産業建設分科会　９月17日

決算特別委員会（全体会） ９月26日



令和6年8月招集議会

９月定例月議会　常任委員会報告
各常任委員会での審査内容のうち主なものを紹介します。

 

総務教育常任委員会　9月24日
●国スポ会場でも使用される長浜市民庭球場の整備工事の工事請負契約１件について、慎重に審査
しました。また、（仮称）長浜市未来こども若者計画の策定について他６件について担当課から説
明を受けました。
請願２件について、請願者及び請願の紹介議員にお越しいただき、直接意見を聞くとともに、慎重
に審査しました。

●議案第113号　令和５年度長浜市病院事業会計決算の認定について他１件について審査しました。
また、エネルギーエージェンシーこほく（仮称）への参画検討についての報告・協議事項について
担当課から説明を受けました。

全員一致で同意したもの

賛否の分かれた議案等

 

健康福祉常任委員会　9月19日

病院事業の累積赤字がどのような影響を及ぼすことが考えられるか。
今後の投資に対する補填財源が目減りするおそれはありますが、資金収支上は黒字ですので短
期的な資金繰りに支障はありません。

●付託された議案４件、請願１件について審査し、報告協議案件４件について報告を受けました。
議案第120号　市道の路線の廃止及び認定について、宅地開発で市道が増えていることは理解
するが、維持管理の経費が増加することについて、都市機能維持の観点から市はどう考えてい
るのか。
限られた予算の中で、最大限の効果が発揮できるよう維持管理に努めていくとともに、今後の
開発行為に関する市の考え方については、立地適正化計画の策定を通して示してまいります。
市道の認定や整備は、20年30年先も都市機能を維持していくという観点から、計画的に行わ
れたい。

 

産業建設常任委員会　9月17日

令和６年９月常任委員会
令和6年招集議会

●市長提出議案（8月1日採決）

　※ 表内の「○」は賛成、「×」は反対を表します。
　※ 会派名の「無」は、会派に属さない議員です。
　※ 議長の中川勇は採決に加わりません。

番号

第101号

議決結果

可決（賛成多数)

付託委員会

予算常任委員会

件名

令和６年度長浜市一般会計補正予算（第２号）

番号

第102号

付託先委員会

ー

件名

監査委員の選任について
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付言
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治

大
橋
　
延
行

岩
川
　
信
子

千
田
　
貞
之

多
賀
　
修
平

伊
藤
喜
久
雄

藤
井
　
　
登

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇ー 〇 〇 ×

日本共産党 つなぐ
長浜 無

公
明
党

恵風会会派

議員

賛否

新しい風



8ながはま市議会だより

令和６年９月定例月議会　予算常任委員会報告
予算常任委員会に付託された議案５件について審査しました。
審査内容のうち主なものを紹介します。

令和６年９月定例月議会
会期／８月30日～9月30日

総務教育分科会　　9月24日

意見

議案第115号　長浜市施設使用料等の見直しに伴う関係条例の整備
に関する条例の制定について、一部の施設については値上げ幅が大
きく感じられるが、利用者離れのおそれはないか。

指定管理者による利用料金制をとっている施設の場合、今回示した
金額はあくまで上限ですので、実際の利用料金は今後、指定管理者
と協議して決定されます。

健康福祉分科会　　9月19日

議案第115号　長浜市施設使用料等の見直しに伴う関係条例の整備
に関する条例の制定について、施設を安定的に維持していくために
使用料の見直しが必要だということは一定理解するが、市の施設を
市民が利用しやすくなるような対策を考えているのか。

市民が施設を利用するにあたって費用負担が少なくなる機会を設け
るなどの措置を検討してまいります。

産業建設分科会　　9月17日

各分科会から議案結果の報告を受け、さらに総括的な審査を行いました。

施設使用料等の見直しによって施設の利用にどのような影響が
あるか今後十分検証するとともに、シビックプライド醸成の観
点から、市民が市施設を利用するメリットを感じられるような
対策を講じられたい。

予算常任委員会（全体会） ９月26日

付言

議案第115号　長浜市施設使用料等の見直しに伴う関係条例の整備
に関する条例の制定について、現在の使用料は同一金額であるが、
変更後の使用料に差がある施設の要因は。

住民福祉の向上のため、できるだけ利用しやすい料金設定にし
ていただきたい。

部屋の面積に応じて料金を設定しています。
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会派代表質問（質問者順）　※下記の質問項目のうち、太字部分について要約し、10～11ページに掲載しています。

個人一般質問（質問者順）※下記の質問項目のうち、太字部分について要約し、11～16ページに掲載しています。

○新しい風（中川　　勇 議員）

○恵風会　（松本　長治 議員）

○日本共産党長浜市議団
　　　　　（鬼頭　明男 議員）

 ①市政推進に向けて改めての市長の思いについて
②働き方改革の推進と職員のモチベーション等について　　
③京大・滋賀医科大と市立２病院経営形態検討委員会元委員長への意見聴取に
　基づく市民から混乱と不安の声に対する市の対応等について
④「えきまち長浜株式会社」への市及び金融機関からの貸付金返済問題等について
⑤2027年問題とされている使用済み蛍光灯並びに廃食用油の資源活用への対処
　方法について　　⑥家族等と話し合う「人生会議」について
①災害への備えについて　　②これからのイベントのあり方について
③わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025について
④北陸新幹線の延伸ルートについて　　
⑤長浜市の目指すべき教育のあり方について
⑥新たな子育て施策について　　⑦病院の再編について
①長浜市の病院再編について　　
②南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」の対応について
③高齢ドライバーへの安全対策について　　④災害級の猛暑対策について
⑤2050年のゼロカーボン達成に向けての取組について

　　

○北川　陽大 議員

○矢守　昭男 議員

○中川リョウ 議員

○田中　真浩 議員
○杉本　英一 議員

○竹本　直隆 議員

○多賀　修平 議員
○橋本　典子 議員

○藤井　　登 議員

○村山さおり 議員

①副市長の指定管理先理事長就任について
②大河ドラマ「豊臣兄弟！」に向けての鉄道ダイヤについて　　
③病院再編の進捗について
①本市の教育方針について　　②スポーツ競技の環境整備について
③指定管理者の負担軽減について　　④北びわ湖大花火大会の開催について
⑤獣害対策について　　⑥米不足、米価の高騰等での支援策について
⑦農業施策について
①保育士配置基準等について　　②道路整備について
③河川整備について　　④都市計画法に基づく手続き等について　　⑤企業誘致について
⑥防災行政無線について　　⑦エンディングノートの独自配布について
①小学校及び中学校の統合について
①令和５年度の決算評価と令和７年度に向けた政策編成と予算編成について
②丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画について
③令和８年放送の大河ドラマ「豊臣兄弟！」に向けた本市の取組について
①漁港施設の公平・公正な活用の取組について
②長浜市における教員不足問題の現状について　　③公益通報制度について
①虎姫地域（ＪＲ北陸線西側）の水害被害における防災対策等について
①在宅しょうがい者（児）の支援について　　②マイナ保険証に関わるさまざまな問題について
③園や学校が果たす役割について
①学習指導要領の変遷と教育への影響について
②子どもたちの自殺をゼロにするための取組について
③子どもたちの性被害・性加害への対応について　　
④進路選択支援と新設学科広報の取組について　　⑤長浜きもの文化について
①新型コロナワクチンについて　　
②給食センターにおける学校に行っていない児童生徒への給食提供について

 　   

９月定例月議会では、３会派の代表議員が代表質問、
10人の議員が個人一般質問を行いました。

 



県内他市の取組に
遅れないよう
早急に!!

■問　

家
庭
か
ら
搬
出
さ
れ

る
使
用
済
み
蛍
光
管
の
健

康(

水
銀)

被
害
リ
ス
ク
へ

の
対
処
も
踏
ま
え
た
公
共

施
設
等
で
の
拠
点
回
収
及

び
周
知
に
つ
い
て
問
う
。

使
用
済
み
蛍
光
管
の
健
康
被
害

リ
ス
ク
と
廃
食
用
油
の

資
源
活
用
へ
の
対
処
を
！

中
川
　
勇
　
議
員

新
し
い
風

■答　

使
用
済
み
蛍
光
管
の

回
収
量
は
、
平
成
27
年
度

を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
当
面
は
引
き

続
き
年
２
回
の
粗
大
ご
み

収
集
日
で
の
回
収
等
で
対

応
し
、
今
後
、
回
収
量
の

増
加
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

で
あ
れ
ば
、
湖
北
広
域
行

政
事
務
セ
ン
タ
ー
と
対
応

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き

ま
す
。
ま
た
、
公
共
施
設

に
蛍
光
管
回
収
容
器
を
設

置
す
る
な
ど
、
市
独
自
の

対
策
に
つ
い
て
も
考
え
て

い
き
ま
す
。

■問　

令
和
２
年
以
降
、
県

内
他
市
の
取
組
状
況
は
２

倍
に
も
な
っ
て
い
る
。
廃

食
用
油
資
源
活
用
の
検
討

に
つ
い
て
問
う
。

■答　

現
在
、
長
浜
地
域
と

余
呉
地
域
の
地
域
づ
く
り

協
議
会
が
廃
食
用
油
回
収

を
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

廃
食
用
油
の
再
利
用
に

つ
い
て
は
、
ゼ
ロ
カ
ー
ボ

ン
社
会
の
実
現
、
循
環
型

社
会
の
構
築
に
資
す
る
取

組
で
、
他
市
の
事
例
等
も

参
考
に
し
な
が
ら
、
長
浜

市
と
し
て
の
取
組
に
つ
い

て
調
査
検
討
し
て
ま
い
り

ま
す
。

■問　

病
院
再
編
に
つ
い
て
、

議
論
の
中
で
最
も
心
配
さ

れ
る
重
要
な
課
題
の
一
つ

で
あ
る
、
働
く
方
々
の
不

安
の
払
拭
や
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
し
っ
か
り
保
た

れ
て
い
る
の
か
問
う
。

■答　

市
立
長
浜
病
院
で
は
、

職
員
に
つ
い
て
ご
心
配
い

た
だ
か
な
く
て
も
大
丈
夫

で
す
と
は
申
し
あ
げ
ま
せ

ん
。
病
院
再
編
は
職
員
に

一
定
の
心
理
的
な
ス
ト
レ

ス
を
か
け
る
こ
と
は
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
不

安
を
な
く
す
た
め
に
具
体

的
に
説
明
を
し
て
い
ま
す
。

長
浜
市
立
湖
北
病
院
で
は
、

若
い
看
護
師
が
、
病
院
の

将
来
に
不
安
が
あ
る
と
し

て
や
め
て
い
る
実
態
が
あ

り
ま
す
。
再
募
集
し
て
も

な
か
な
か
応
募
が
な
い
と

こ
ろ
で
す
が
、
新
た
に
看

護
師
を
確
保
で
き
な
け
れ

ば
、
今
後
入
院
診
療
を
一

部
制
限
す
る
必
要
も
あ
る

か
と
考
え
て
い
る
状
況
で

す
。 すでに医療崩壊が

始まっているので
はないか？

病
院
の
再
編
に
つ
い
て

松
本
　
長
治
　
議
員

恵
風
会
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各会派の代表質問録画映像はQRコードからアクセスできます！

会 派 代 表 質 問会 派 代 表 質 問会 派 代 表 質 問

会派代表質問
録画映像QR

会派代表質問
録画映像QR

【
こ
ほ
く
る
〜
る
】

蛍光管(家庭保管)と廃食用油の現状

茶殻、野菜くず
食用油など

長浜市立湖北病院

●油は液体のままでは出せませ
ん。新聞紙などに吸わせるか、固
化剤で固めてから出してください。
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鉄道は長浜の
観光・生活の
重要なインフラ

■問　

現
在
、
減
便
さ
れ
た

ま
ま
の
Ｊ
Ｒ
北
陸
線
の
昼

間
ダ
イ
ヤ
の
充
実
が
求
め

ら
れ
る
。

　

大
河
ド
ラ
マ
を
関
連
さ

せ
、
観
光
列
車
を
含
め
た

Ｊ
Ｒ
西
日
本
へ
の
増
発
交

渉
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か

問
う
。 大

河
ド
ラ
マ「
豊
臣
兄
弟
！
」に

向
け
て
の
鉄
道
ダ
イ
ヤ
に
つ
い
て

北
川
　
陽
大
　
議
員

（
つ
な
ぐ
長
浜
）一般質問

録画映像QR

■答　

Ｊ
Ｒ
に
対
し
て
は
、

毎
年
度
、
市
長
会
や
鉄
道

を
活
か
し
た
湖
北
地
域
進

行
協
議
会
を
通
じ
て
、
滋

賀
県
や
県
内
市
町
と
共
に
、

敦
賀
駅―

米
原
駅
間
の
鉄

道
輸
送
体
制
の
充
実
、
い

わ
ゆ
る
ダ
イ
ヤ
の
増
便
な

ど
の
要
望
活
動
を
行
っ
て

お
り
、
今
年
度
に
つ
い
て

も
、
11
月
に
Ｊ
Ｒ
へ
要
望

活
動
を
行
う
予
定
を
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
増
便
の

前
提
と
な
る
乗
降
者
数
の

増
加
に
向
け
、
鉄
道
を
活

か
し
た
観
光
誘
客
事
業
や

鉄
道
の
地
元
利
用
促
進
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

市
と
し
ま
し
て
は
、
引

き
続
き
、
近
隣
自
治
体
と

も
連
携
し
、
様
々
な
事
業

や
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
じ
て

鉄
道
の
利
用
促
進
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｒ
西

日
本
に
対
し
て
は
、
市
の

行
う
事
業
へ
の
協
力
や
ダ

イ
ヤ
の
充
実
に
向
け
た
要

望
を
行
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問

県内市町で
実現しています

■問　

草
津
市
で
は
、
今
年

度
か
ら
県
内
初
と
な
る
市

立
小
中
学
校
20
校
の
体
育

館
（
軽
運
動
場
、
お
よ
び

武
道
場
を
含
む
）
に
空
調

設
備
の
設
置
が
始
ま
っ
た
。

小
中
学
校
体
育
館
等
空
調

設
備
設
置
工
事
の
目
的
と

し
て
、
近
年
の
記
録
的
な

猛
暑
に
よ
る
児
童
生
徒
の

熱
中
症
対
策
と
、
災
害
発

生
時
に
お
け
る
広
域
避
難

広
域
避
難
所
と
な
る
体
育
館
へ
の

空
調
設
備
の
設
置
を
進
め
る
べ
き
！

鬼
頭
　
明
男
　
議
員

日
本
共
産
党
長
浜
市
議
団

所
の
防
災
機
能
強
化
対
策

が
あ
り
、
そ
の
必
要
性
は

高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
広

域
避
難
所
と
な
る
体
育
館

に
空
調
設
備
を
設
置
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
市
の
見

解
を
問
う
。

■答　

今
年
は
、
特
に
暑
い

日
が
続
い
た
こ
と
も
あ
り
、

広
域
避
難
所
で
の
熱
中
症

対
策
は
、
よ
り
必
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
空
調

設
備
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

費
用
的
な
面
や
利
用
頻
度

な
ど
を
考
慮
し
て
、
現
時

点
に
お
い
て
、
具
体
的
な

計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

大
型
扇
風
機
・
ス
ポ
ッ
ト

ク
ー
ラ
ー
の
活
用
や
空
調

設
備
の
あ
る
教
室
等
へ
の

移
動
、
災
害
協
定
を
締
結

し
た
民
間
施
設
を
活
用
す

る
な
ど
し
な
が
ら
、
熱
中

症
対
策
を
講
じ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
の
で
、
ご
理
解

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

会 派 代 表 質 問会 派 代 表 質 問会 派 代 表 質 問

会派代表質問
録画映像QR
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子育て環境を
充実させよう！

保
育
士
配
置
基
準
等
に
つ
い
て

中
川
　
リ
ョ
ウ
　
議
員

（
新
し
い
風
）一般質問

録画映像QR

各議員の一般質問録画映像はQRコードからアクセスできます！

個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問

市民に寄り添う
夏休み中の
大花火大会を！

■問　

令
和
８
年
の「（
仮
称
）

豊
臣
兄
弟
博
覧
会
」
等
の

観
光
Ｐ
Ｒ
も
兼
ね
て
、
８

月
の
小
学
校
・
中
学
校
の

夏
休
み
期
間
中
に
大
花
火

大
会
を
１
回
実
施
し
て
み

て
は
ど
う
か
と
思
う
が
、

当
局
の
見
解
を
問
う
。

北
び
わ
湖
大
花
火
大
会
の

開
催
に
つ
い
て

矢
守
　
昭
男
　
議
員

（
新
し
い
風
）一般質問

録画映像QR

■答　

豊
臣
兄
弟
に
関
す
る

博
覧
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、

現
在
、
運
営
委
員
会
に
お

い
て
観
光
Ｐ
Ｒ
も
含
め
、

具
体
的
な
事
業
内
容
等
の

企
画
検
討
を
進
め
て
い
た

だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

大
規
模
花
火
大
会
に
つ
き

ま
し
て
は
、
ご
み
や
渋
滞

等
に
加
え
、
警
備
員
等
の

配
置
等
の
課
題
解
決
は
も

と
よ
り
、
警
察
や
消
防
、

Ｊ
Ｒ
な
ど
の
関
係
機
関
等

と
の
様
々
な
協
議
・
調
整

等
を
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
今
後
、
当
該

花
火
大
会
と
豊
臣
兄
弟
に

関
す
る
博
覧
会
と
の
連
動

し
た
テ
ー
マ
設
定
や
一
体

的
な
情
報
発
信
な
ど
を
進

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
ご
提
案
の

件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当

該
花
火
大
会
実
行
委
員
会

及
び
豊
臣
兄
弟
博
覧
会
に

関
す
る
運
営
委
員
会
等
関

連
団
体
の
協
議
・
調
整
等

が
必
要
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

■問　

２
０
２
４
年
度
か
ら
、

保
育
園
や
認
定
こ
ど
も
園

で
適
用
さ
れ
て
き
た
保
育

士
の
配
置
基
準
が
76
年
ぶ

り
に
見
直
さ
れ
た
。
物
価

や
人
件
費
の
高
騰
に
よ
り

民
間
園
の
運
営
が
大
変
だ

と
推
察
す
る
。
配
置
基
準

の
見
直
し
に
よ
る
民
間
園

の
状
況
を
ど
う
把
握
し
て

お
り
、
今
後
の
対
応
を
ど

う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、

当
局
の
見
解
を
問
う
。

■答　

民
間
園
の
職
員
の
配

置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
基

準
を
満
た
す
た
め
に
必
要

な
保
育
士
が
確
保
で
き
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

り
ま
す
。
た
だ
、
実
態
と

し
て
は
園
児
の
受
入
れ
調

整
に
よ
り
新
基
準
を
満
た

し
て
い
る
状
況
で
、
保
育

士
が
確
保
で
き
れ
ば
よ
り

多
く
の
園
児
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
と
聞
い

て
お
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
民
間
園
へ

の
さ
ら
な
る
支
援
と
い
た

し
ま
し
て
、
園
児
一
人
一

月
当
た
り
３
，５
０
０
円

の
運
営
費
補
助
、
保
育
士

の
週
休
二
日
を
実
現
す
る

た
め
の
人
件
費
補
助
な
ど
、

給
付
費
の
ほ
か
に
本
市
独

自
の
補
助
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
補
助
に

つ
き
ま
し
て
は
、
民
間
園

の
安
定
的
な
運
営
や
待
機

児
童
解
消
の
た
め
の
保
育

士
確
保
対
策
と
し
て
、
来

年
度
以
降
も
継
続
で
き
る

よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

北びわ湖大花火大会
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杉
本　

英
一　
議
員

（
無
所
属
）一般質問

録画映像QR

各議員の一般質問録画映像はQRコードからアクセスできます！

個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問

再編は大人のエゴより、
子どもの未来が最優先

長浜が主役？

■問　

少
子
化
が
進
み
複
式

学
級
の
増
加
が
予
想
さ
れ

る
が
、
市
は
複
式
学
級
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識

を
さ
れ
て
い
る
の
か
問
う
。

小
学
校
、中
学
校
の

統
合
に
つ
い
て

令
和
８
年
放
送
の
大
河
ド
ラ
マ

「
豊
臣
兄
弟
！
」に
向
け
た

本
市
の
取
組
に
つ
い
て

田
中　

真
浩　
議
員

（
新
し
い
風
）一般質問

録画映像QR

■答　

児
童
生
徒
が
集
団
の

中
で
成
長
し
て
い
く
た
め

に
、
一
定
の
規
模
を
確
保

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
現
在
、

複
式
学
級
が
あ
る
学
校
、

今
後
５
年
以
内
に
複
式
学

級
が
想
定
さ
れ
る
学
校
に

つ
き
ま
し
て
は
、
学
校
の

適
正
規
模
、
適
正
配
置
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い

ま
す
。

■問　

長
い
視
点
を
持
て
ば

北
部
３
町
の
小
学
校
統
合

も
考
え
ら
れ
、
学
校
再
編

協
議
の
選
択
肢
に
入
れ
る

べ
き
で
は
な
い
か
。
市
は

ど
れ
ほ
ど
先
の
ビ
ジ
ョ
ン

を
想
定
し
て
い
る
の
か
問

う
。

■答　

今
年
度
よ
り
長
浜
市

の
学
校
園
の
適
正
規
模
・

適
正
配
置
に
関
す
る
基
本

方
針
の
策
定
に
着
手
し
て

お
り
ま
す
。
基
本
方
針
期

間
は
令
和
８
年
か
ら
令
和

17
年
の
10
年
間
と
し
、
令

和
７
年
度
末
の
公
表
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

■問　

長
浜
市
は
、
こ
れ
ま

で
に
も
大
河
ド
ラ
マ
を
活

用
し
た
事
業
を
実
施
し
て

き
て
お
り
、
特
に
江
・
浅

井
三
姉
妹
博
覧
会
に
お
い

て
は
早
期
に
実
行
委
員
会

を
立
ち
上
げ
て
、
様
々
な

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
イ
ベ
ン

ト
を
展
開
し
て
き
た
。
今

回
実
行
委
員
会
設
立
か
ら

こ
れ
ま
で
の
活
動
と
、
今

後
の
取
組
を
問
う
。

■答　

本
市
で
は
、
本
年
７

月
１
日
の
実
行
委
員
会
設

立
以
降
、
８
月
に
江
島
滋

賀
県
副
知
事
を
は
じ
め
、

長
浜
市
長
、
観
光
協
会
会

長
、
地
元
県
議
会
議
員
、

関
係
者
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
東
京

本
社
へ
表
敬
訪
問
を
行
い
、

本
市
の
ロ
ケ
地
と
し
て
の

積
極
的
活
用
を
は
じ
め
、

大
河
ド
ラ
マ
を
テ
ー
マ
と

し
た
講
演
会
や
イ
ベ
ン
ト

等
で
の
連
携
及
び
関
連
番

組
な
ど
に
お
け
る
本
市
の

積
極
的
な
情
報
発
信
等
に

係
る
要
望
を
実
施
し
ま
し

た
。
現
在
は
運
営
委
員
会

で
の
ぼ
り
旗
等
の
制
作
を

進
め
て
お
り
、
完
成
次
第

速
や
か
に
市
内
の
観
光
施

設
や
各
駅
等
に
設
置
す
る

と
と
も
に
、
Ｐ
Ｒ
看
板
や

横
断
幕
の
制
作
、
講
演
会

や
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
の
早
期

開
催
の
検
討
も
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。

拙
者
が
主
役
！

秀吉 秀長
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早急な対策を！

虎
姫
地
域（
Ｊ
Ｒ
北
陸
線
西
側
）の
水
害

被
害
に
お
け
る
防
災
対
策
等
に
つ
い
て

多
賀　

修
平　
議
員

（
無
会
派
）一般質問

録画映像QR

各議員の一般質問録画映像はQRコードからアクセスできます！

個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問

正規のルールに
基づいた利活用を
求めます 

漁
港
施
設
等
活
用
事
業
制

度
で
は 

○
漁
港
に
つ
い
て
、
漁
業       

上
の
利
用
を
前
提
と
し
て
、

そ
の
有
す
る
価
値
や
魅
力

を
活
か
し
、
水
産
業
・
漁

村
を
活
性
化
す
る
制
度
を

創
設
。　

 

○
地
域
の
理
解
と
協
力
の

下
、
漁
業
上
の
利
用
を
確

保
し
た
上
で
、
漁
港
施

設
・
水
域
・
公
共
空
地
を

有
効
活
用
し
、
実
施
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。

漁
業
施
設
の
公
平・公
正
な

活
用
の
取
組
に
つ
い
て

竹
本　

直
隆　
議
員

（
新
し
い
風
）一般質問

録画映像QR

■問　

「
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」

と
言
う
団
体
に
つ
い
て
、

市
は
漁
協
、
も
し
く
は
こ

の
団
体
に
つ
い
て
漁
港
の

利
用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
判
断
を
し
た
の
か
問
う
。

■答　

朝
日
漁
協
か
ら
の
条

例
に
基
づ
く
手
続
き
が
な

さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ

り
、
過
去
４
回
接
触
し
ま

し
た
が
、
詳
し
い
聞
き
取

り
ま
で
至
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
公
共
性
や
公
益
性
の

有
無
等
を
含
め
、
適
正
に

対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

■問　

地
域
の
十
分
な
理
解

と
協
力
の
も
と
実
施
さ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
問
う
。

■答　

地
元
自
治
会
に
相
談

な
い
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で

あ
り
、
必
要
な
指
導
を
行

う
な
ど
厳
正
に
対
処
し
ま

す
。

■問　

認
可
が
な
い
ま
ま
の

事
業
に
つ
い
て
、
施
設
が

利
用
で
き
な
い
場
合
に
よ

る
会
員
か
ら
の
損
害
賠
償

に
つ
い
て
問
う
。

■答　

契
約
相
手
方
で
あ
る

同
組
合
が
損
害
賠
償
の
責

め
を
負
う
こ
と
に
な
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。　

■問　

旧
尾
上
浜
水
泳
場
の

車
・
ボ
ー
ト
の
侵
入
に
つ

い
て
問
う
。

■答　

県
市
等
の
関
係
機
関

が
連
携
し
て
対
応
し
ま
す
。

■問　

虎
姫
地
域（
Ｊ
Ｒ
北
陸

線
西
側
）
の
水
害
被
害
に

お
け
る
今
日
の
防
災
対
策

等
に
つ
い
て
、
地
域
に
居

住
す
る
子
ど
も
達
を
預

か
っ
て
い
る
教
育
委
員
会

の
立
場
で
の
見
解
を
問
う
。

■答　

虎
姫
学
園
で
は
、
虎

姫
地
域
の
水
害
リ
ス
ク
に

つ
い
て
子
ど
も
達
自
身
に

考
え
さ
せ
る
機
会
を
設
け

て
い
ま
す
。

■問　

虎
姫
地
域（
Ｊ
Ｒ
北
陸

線
西
側
）
の
水
害
被
害
に

お
け
る
今
日
の
防
災
対
策

に
つ
い
て
、
地
域
に
居
住

す
る
高
齢
者
や
し
ょ
う
が

い
者
を
守
る
担
当
者
の
立

場
で
の
見
解
を
問
う
。

■答　

災
害
時
の
ス
ム
ー
ズ

な
避
難
に
つ
な
が
る
よ
う

推
進
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

■問　

長
浜
北
地
区
、虎
姫
地

域
（
Ｊ
Ｒ
北
陸
線
西
側
）
の

水
害
被
害
に
お
け
る
防
災

対
策
面
が
大
き
く
影
響
を

与
え
る
固
定
資
産
税
評
価

額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
も
市
税
担
当
に
対
し
て

何
度
か
評
価
の
在
り
方
の

相
談
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
。そ
の
結
果
と
し

て
若
干
の
措
置
は
と
ら
れ

た
よ
う
だ
が
、
今
日
の
防

災
対
策
の
現
実
か
ら
地
域

住
民
の
皆
さ
ん
は
納
得
さ

れ
て
い
な
い
。改
め
て
、
地

域
に
居
住
す
る
住
民
が
保

有
す
る
固
定
資
産
評
価
額

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に

考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、

見
解
を
問
う
。

■答　

市
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
ご
指
摘
の
地
域
に
つ

き
ま
し
て
も
国
の
定
め
た

評
価
基
準
に
基
づ
き
適
正

に
評
価
し
て
い
る
も
の
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

朝日漁港
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新たな着物イベントで
まちなかを元気に！

長
浜
の
着
物
文
化
を
私
た
ち
が

受
け
継
ぎ
ま
す
！

藤
井
　
登
　
議
員

（
恵
風
会
）一般質問

録画映像QR

各議員の一般質問録画映像はQRコードからアクセスできます！

個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問

しょうがい者の
社会参加支援の
強化を・・！

■問
　「
在
宅
障
害
者（
児
）社

会
参
加
援
助
金
」
と
い
う

制
度
が
、
平
成
18
年
の
合

併
時
に
制
度
化
さ
れ
た
。

そ
の
目
的
は
「
在
宅
障
害

者
（
児
）
に
対
し
、
社
会
参

加
援
助
金
を
支
給
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
障

害
の
克
服
と
自
主
的
な
社

会
参
加
を
援
助
し
、
も
っ

て
自
立
を
支
援
す
る
こ

と
」
で
あ
る
。こ
の
制
度
の

対
象
者
要
件
が
、
今
年
度

か
ら
変
更
さ
れ
た
理
由
に

つ
い
て
問
う
。

長
浜
市
在
宅
し
ょ
う
が
い
者

（
児
）の
支
援
に
つ
い
て

橋
本
　
典
子
　
議
員

（
日
本
共
産
党
）一般質問

録画映像QR

■答
　
自
立
支
援
給
付
事
業

費
は
、
令
和
元
年
度
の
決

算
で
は
総
額
約
30
億
で
し

た
が
、
令
和
５
年
度
の
決

算
で
は
総
額
約
37
億
円
と

な
り
、
毎
年
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
し
ょ
う
が
い

の
あ
る
人
の
増
加
と
と
も

に
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら

れ
る
事
業
所
も
増
加
し
て

お
り
、
外
出
な
ど
の
社
会

活
動
の
手
段
が
以
前
よ
り

も
多
く
確
保
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
社
会
参

加
援
助
金
は
、
こ
れ
ま
で

所
得
要
件
を
設
け
ず
、
課

税
世
帯
で
あ
っ
て
も
プ
ッ

シ
ュ
型
で
支
援
を
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
社
会
参
加

に
か
か
る
費
用
に
つ
き
ま

し
て
も
、
生
活
に
か
か
る

費
用
と
同
じ
よ
う
に
、
世

帯
全
体
で
ま
か
な
わ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
今
年
度
、
経
済
的

な
理
由
で
社
会
参
加
が
難

し
い
方
に
支
援
が
行
き
届

く
よ
う
、
要
件
の
見
直
し

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ

ろ
で
す
。
今
後
も
一
層
、

社
会
参
加
を
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
よ
り
効
果
的

な
支
援
の
実
現
に
向
け
て

検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

■問 

「
長
浜kim

ono AW
ARDS

」

が
新
た
に
開
催
さ
れ
る
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
目
的
や

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

問
う
。ま
た
、
開
催
に
あ
た

り
関
係
者
と
の
意
思
疎
通

に
課
題
が
あ
っ
た
と
聞
い

て
い
る
が
、
今
後
の
着
物

イ
ベ
ン
ト
で
同
様
の
問
題

を
防
ぐ
た
め
の
改
善
策
や
、

関
係
者
と
の
連
携
強
化
に

つ
い
て
、
併
せ
て
、
着
物
文

化
関
連
イ
ベ
ン
ト
へ
の
市

の
支
援
方
針
に
つ
い
て
も

問
う
。

■答
　
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、

若
者
の
独
創
性
を
生
か
し

た
新
た
な
文
化
の
創
造
と
、

商
店
街
の
活
性
化
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
大
通
寺
表
参
道
を

ラ
ン
ウ
ェ
イ
に
見
立
て
た

着
物
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

シ
ョ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
や
、

地
酒
の
飲
み
比
べ
、
グ
ル

メ
や
物
産
展
、カ
ル
チ
ャ
ー

講
座
な
ど
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
３
つ
の
着
物
イ
ベ

ン
ト
（
長
浜
き
も
の
大
園

遊
会
、
長
浜
き
も
の
早
春

の
つ
ど
い
、
長
浜
き
も
の

の
集
い
）
の
予
算
見
送
り

に
よ
り
関
係
者
に
ご
心
配

を
お
か
け
し
た
こ
と
を
反

省
し
て
お
り
、
今
後
は
事

前
に
関
係
団
体
と
十
分
に

協
議
を
行
い
、
連
携
を
強

化
し
て
ま
い
り
ま
す
。
今

年
度
の
成
果
を
踏
ま
え
、

次
年
度
以
降
も
必
要
な
支

援
を
検
討
し
て
ま
い
り
ま

す
。

長浜きもの大園遊会
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個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問個 人 一 般 質 問

さまざまな情報を得て
判断しましょう

■問
　
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ

ン
の
定
期
接
種
移
行
に
際

し
て
、
リ
ス
ク
や
健
康
被

害
の
実
態
も
含
め
た
正
確

な
デ
ー
タ
も
同
時
に
示
し

て
、
対
象
者
が
判
断
す
る

こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
が
、

有
効
性
お
よ
び
安
全
性
、

想
定
さ
れ
る
主
な
副
反
応

に
つ
い
て
対
象
者
に
ど
の

よ
う
な
情
報
を
ど
の
よ
う

に
示
さ
れ
る
の
か
問
う
。

■答
　
本
市
で
は
、
こ
れ
ま

で
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
重
症

化
予
防
の
効
果
や
副
反
応

な
ど
を
広
く
周
知
し
て
い

誰
も
が
わ
か
り
や
す
い

情
報
提
供
を

村
山
　
さ
お
り
　
議
員（

つ
な
ぐ
長
浜
）一般質問

録画映像QR

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
有

効
性
や
副
反
応
な
ど
に
関

す
る
情
報
を
掲
載
し
て
お

り
、
さ
ら
に
詳
し
い
内
容

に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
り

ま
す
。
最
新
の
情
報
を
工

夫
し
な
が
ら
、
わ
か
り
や

す
い
内
容
に
な
る
よ
う
努

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

さ
ら
に
、
今
年
度
か
ら
の

定
期
接
種
で
は
、
接
種
時

の
予
診
票
の
裏
面
に
、
ワ

ク
チ
ン
の
効
果
や
副
反
応

に
関
す
る
詳
細
な
情
報
を

記
載
し
、
接
種
前
に
ご
確

認
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

す
る
予
定
で
す
。 
こ
れ
ら

の
情
報
に
加
え
、
か
か
り

つ
け
医
や
国
・
県
の
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
関
す
る
相
談

窓
口
も
ご
活
用
い
た
だ
き

な
が
ら
、
接
種
を
希
望
さ

れ
る
方
が
安
心
し
て
接
種

で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き

必
要
な
情
報
の
提
供
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

県と市との連携による産業用地開発事業に
関する候補地の決定に係る意見書を提出し
ました

県と市との連携による産業用地開発事業に
関する候補地の決定に係る意見書を提出し
ました

県と市との連携による産業用地開発事業に
関する候補地の決定に係る意見書を提出し
ました
　産業建設常任委員会から意見書案が提出され、
9月30日の本会議において全員一致で可決し、滋
賀県知事あてに送付しました。

【意見書】※一部抜粋
１. 本市と米原市の両市共同による応募地を選定し
　 ていただき、県主導の下、湖北地域の発展に両
　 市と共に尽力されたい。
２. 湖北地域の発展のため、県の組織が一丸と
　 なって事業の推進を図り、かつ、土地利用規制
　 に係る法令の弾力的な解釈・運用等を図られた
　 い。

意見書案第２号

刑事訴訟法の再審規定 (再審法)の改正を
求める意見書を提出しました
刑事訴訟法の再審規定 (再審法)の改正を
求める意見書を提出しました
刑事訴訟法の再審規定 (再審法)の改正を
求める意見書を提出しました

　請願の採択を受けて、総務教育常任委員会から
意見書案が提出され、9月30日の本会議において
賛成多数で可決し、衆議院議長、参議院議長、内
閣総理大臣、法務大臣あてに送付しました。

【意見書】※一部抜粋
１. 再審における全面的な証拠開示の制度化 
２. 再審開始決定に対する検察官による不服申立て
　　の禁止
３. 再審法における再審手続に係る法整備

意見書案第3号
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●賛否の分かれた議案等

●全員一致で可決・認定・同意・可と答申したもの

〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー 〇〇 × 〇 〇 〇 ×

× 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 〇 ー 〇× 〇 〇 × 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 〇 〇 〇 ー 〇〇 〇 〇 〇 × 〇

補助金執行にかかる事務処理の適正な事務遂
行に対する請願について

政務活動費の制度の等の見直しと各常任委員
会研修報告等の明確化を求める請願について

国に対して「刑事訴訟法の再審規定（再審法）
の改正を求める意見書」の提出を求める請願

有機米などオーガニック学校給食の実現を求
める請願

請願
第10号
請願
第11号

請願
第12号
請願
第13号

令和６年９月定例月議会議決結果表令和６年９月定例月議会議決結果表令和６年９月定例月議会議決結果表

杉
本
　
英
一

鋒
山
　
紀
子

北
川
　
陽
大

村
山
さ
お
り

橋
本
　
典
子

鬼
頭
　
明
男

髙
山
　
　
亨

田
中
　
真
浩

中
川
リ
ョ
ウ

竹
本
　
直
隆

押
谷
　
正
春

加
納
　
義
之

中
川
　
　
勇

矢
守
　
昭
男

松
本
　
長
治

大
橋
　
延
行

岩
川
　
信
子

千
田
　
貞
之

多
賀
　
修
平

伊
藤
喜
久
雄

藤
井
　
　
登

総教・・総務教育　健福・・健康福祉　産建・・産業建設　議運・・議会運営委員会

○市長提出議案（８月３０日採決）  

日本共産党 つなぐ長浜 無公
明
党

恵風会

案　　　　件番号

会派

議員

議決結果

※ 表内の「○」は賛成、「×」は反対を表します。　
※ 会派名の「無」は、会派に属さない議員です。　
※ 議長の髙山亨は採決に加わりません。

新しい風

上草野財産区管理会の委員の選任について
番号

第121号～第127号
件　　　名

件　　　名

付託先委員会
－

付託先委員会
－

○諮問（８月３０日採決）

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
番号

第１号～第12号

件　　　名 付託先委員会
－

○委員会提出議案（９月30日採決） 

県と市との連携による産業用地開発事業に関する候補地の決定に係る意見書
番号

意見書案第２号

○市長提出議案（９月３０日採決） 

令和６年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
令和６年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第１号）
令和５年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）
歳入歳出決算の認定について
令和５年度長浜市休日急患診療所特別会計歳入歳出
決算の認定について
令和５年度長浜市農業集落排水事業特別会計歳入歳
出決算の認定について
令和５年度長浜市病院事業会計決算の認定について

番号
第104号
第105号

第108号

第111号

第112号

第113号

件　　　名 付託先委員会
予算
予算

決算

決算

決算

健福

○市長提出議案（９月３０日採決）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ー ×〇 × 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ー ×〇 × 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ー ×〇 × 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ー ×〇 × 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ー ×〇 × 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 × ー ×〇 × 〇

令和６年度長浜市一般会計補正予算（第３号）

令和５年度長浜市一般会計歳入歳出決算の認
定について

令和５年度長浜市国民健康保険特別会計歳入
歳出決算の認定について

令和５年度長浜市後期高齢者医療保険特別会
計歳入歳出決算の認定について

令和５年度長浜市介護保険特別会計歳入歳出
決算の認定について

長浜市施設使用料等の見直しに伴う関係条例
の整備に関する条例の制定について

予算

産建

議運

総教

総教

ー

予算

決算

決算

決算

決算

付
託
委
員
会

可決
（賛成多数）

認定
（賛成多数）

認定
（賛成多数）

認定
（賛成多数）

認定
（賛成多数）

可決
（賛成多数）

趣旨採択
（賛成多数）
採択

（賛成多数）

採択
（賛成多数）

採択
（賛成多数）

可決
（賛成多数）

第103号

第106号

第107号

第109号

第110号

第115号

○請願（９月３０日採決）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 〇 ー 〇× 〇 〇 〇 〇 〇刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求
める意見書

意見書案
第３号

○委員会提出議案（９月３０日採決）

令和５年度長浜市公共下水道事業会計利益の処分
及び決算の認定について
長浜市手数料条例の一部改正について
長浜市国民健康保険条例の一部改正について
工事請負契約について
財産の取得について
市道の路線の廃止及び認定について
令和６年度長浜市一般会計補正予算（第４号）

番号

第114号

第116号
第117号
第118号
第119号
第120号
第128号

件　　　名 付託先委員会

産建

産建
健福
総教
産建
産建
予算

趣旨採択とは、
請願について、願意は妥当であるため不採択とすることもできないが、実現性の面で確信がもてないといった

場合にとられる請願に対する決定方法のひとつです。
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・地域医療再編特別委員会では、これまで委員会を８回開催し、関係機関の考え方や議論の経緯・経過を含め
　現状を直にお聞きし、委員各位の理解をより深める取組を行ってまいりました。
・今後も、病院で働く方々や医療再編に関係する方からお話を聞かせていただき、将来のより良い地域医療に
　向けて調査・研究してまいります。

病院再編にかかる長浜市立２病院経営形態検討委員会
元副委員長との意見交換（オンライン）　　　８月６日

病院再編にかかる長浜市立２病院経営形態検討委員会
元委員長との意見交換（第８回）　　　　８月28日

Ｑ：検討委員会で診療科再編における一体的な経営主体の構築、経営形態統合の必要性あるいは
　　可否について、どのような意見があったのか。
A：委員であったものとしては、一体的な経営主体とそれに伴う経営形態を構築することが事前
　　合意されていたこととその重要性を勘案して、必要な修正を加えて早急に実現に向けて意見
　　整理していただきたいです。
Ｑ：A病院の場所が正式に決まらないと医療ビジョンはできないのではないか。
A：A病院の場所が決まらないことが、地域医療構想の障害になったとの認識はありません。A
　　病院をどういう経営形態で運営するかが決まれば
　　医療ビジョンとしては成立すると考えます。形態
　　が決まっていない再編は困難であることを主張し
　　ています。

Ｑ：長浜赤十字病院が長浜市に残り、医療を続けるためには指定管理者制度しかないと思いますか。
A：長浜赤十字病院を残すことが医療再編の目的であればそのとおりであろう。しかし、指定
　　管理でなくても続けていけると思います。
Ｑ：指定管理が前提でなければ地域医療構想の再編そのものに加わらないという、日本赤十字社
　　の考えについてどうか。
A：指定管理を前提として病院運営をすることは、企業経営、組織経営としては合理性があっ
　　て当然のことであり、議員は企業の論理をしっかり考えていかなければならないと思います。
Ｑ：大学病院から、市の病院再編に関する議論のスピードが遅いと
　　の厳しい指摘についてどう考えるか。
A：そのとおり、私も思います。大学病院の一番の思いは診療科
　　再編を進めてほしいこと。そのために経営の一体化にこだわる
　　なら、早く決めてほしいということだと考えます。
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地域医療再編特別委員会　会議報告
　（令和６年７月～８月開催分）

録画映像は
こちら

日本赤十字本社・長浜赤十字病院との意見交換（第６回）
７月10日

京都大学医学部附属病院、滋賀大学病院との意見交換（第７回）
８月６日

Ｑ：市立２病院が指定管理以外（独立法人、直営）の経営形態を選択した場合、日本赤十字本社、
　　長浜赤十字病院の対応は。
A：仮定の話であり、明言は難しく、指定管理以外となった場合でも、現在の診療科等や政策
　　医療を継続して現状の医療を提供していくことになります。ただ、病院再編はできなくなる
　　ものと想定しています。
Ｑ：長浜赤十字病院として、指定管理以外では病院再編に参画ができないとする理由は。
A：日本赤十字社は認可法人であり、別の地方独立行政法人に法人格を有したまま参加できな
　　いためです。
Ｑ：経営形態より診療科再編を先行して決定すべきとの意見があるがどう考えるか。
A：診療科再編を進めるには経営的な問題とセットで考えないと実現は難しく、当初から経営
　　形態が決まっていない再編は困難であることを主張しています。

Ｑ：市が示した『病院再編方針』について、尊重するとの声明を出されたことは、指定管理者制
　　度も尊重するという考えか。
A：経営の一体化は絶対に必要であると考えます。ただどういう経営形態にするのかについて
　　は、経営に関して責任が取れる立場ではないため、意見は言えません。
Ｑ：経営形態より診療科再編を先行すべきとの意見があるが、安全で質の高い医療を提供するた
　　めには、経営を一体化し、各診療科が有機的に連携することが重要と考えるがどうか。
A：経営形態が異なると有機的な連携は出来ず役割分担も
　　できないであろうと思います。経営を一体化しなけれ
　　ば、場所の一元化ができるとは思いません。
Ｑ：長浜赤十字病院を抜きに長浜市の医療を支え続けるこ
　　とは難しいと考えるがどうか。
A：救命救急、災害医療、小児周産期医療、精神科など多
　　くの政策医療を担ってこられた長浜赤十字病院の役割
　　は大きく、抜きで考えることは非常に難しいと思いま
　　す。
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暑
だ
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さ
て
、
９
月
定
例
月
議
会
が

閉
会
し
ま
し
た
。
今
議
会
は
令

和
５
年
度
決
算
特
別
委
員
会
も

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

 

市
民
の
皆
様
か
ら
の
大
切
な

税
金
が
適
切
的
確
に
使
わ
れ
て

い
る
の
か
を
慎
重
に
審
議
い
た

し
ま
し
た
。

 

物
価
高
で
さ
ま
ざ
ま
な
資
材

や
光
熱
費
が
高
騰
す
る
中
、
今

後
市
民
の
皆
様
に
も
ご
協
力
を

お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
皆
様
の
声
に
耳
を

傾
け
続
け
る
議
会
で
あ
り
続
け

た
い
と
思
い
ま
す
。

 

近
年
は
春
と
秋
が
無
い
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
秋
の
味

覚
を
味
わ
い
、
健
康
増
進
の
た

め
に
身
体
を
動
か
し
、
秋
の
夜

長
に
読
書
を
し
た
り
と
、
短
い

秋
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

（
広
報
広
聴
委
員 

村
山
さ
お
り
）

今後の会議予定 （１１月１日以降）
１１月１４日(木)　定例常任委員会
１１月１５日(金)　議会運営委員会
１１月２２日(金)　１２月定例月議会本会議(議案上程、提案説明)
１１月２７日(水)　議会運営委員会
１２月　４日(水)　本会議(質疑、個人一般質問)
１２月　５日(木)　本会議(個人一般質問)
１２月　６日(金)　本会議(個人一般質問)
１２月　９日(月)　産業建設常任委員会、予算分科会
１２月１０日(火)　健康福祉常任委員会、予算分科会
１２月１１日(水)　総務教育常任委員会、予算分科会
１２月１６日(月)　予算常任委員会
１２月１８日(水)　１２月定例月議会本会議(委員会報告、討論、採決)
　　　　　　　　　議会運営委員会

※日程は変更される場合があります。このほかにも随時、議会運営委員会等が開催されます。
　詳しくはホームページまたは議会事務局へご確認ください。 

次回議会だよりの
発行は

２/１を
予定しています

長浜市議会　
広報広聴委員会
TEL ６５－６５４７

～長浜市の観光振興について～
　長浜市議会産業建設常任委員会では、「観光振興」をテーマに、先進地
の視察や市内関係団体との意見交換等を行い、アフター・コロナにおいて
長浜市に求められる観光振興策について調査・研究してまいりました。
　この度、長浜市において地域経済効果の高い観光を推進するために重
要な取組という観点で、７月２６日に市長に対し政策提言を提出し、積極
的な取組を求めました。
　政策提言の調査・研究にご協力いただ
きました市民の皆さまに、改めてお礼申
しあげます。

政策提言要旨
１．観光ＰＲの充実と歴史ある観光資源の有効活用
２．商工・観光関係団体等との連携強化
３．観光に従事する人材の確保
４．インバウンド対策及び滞在型観光の充実
５．交通手段の拡充による観光地へのアクセス性向上

政策提言を市長へ提出しました政策提言を市長へ提出しました政策提言を市長へ提出しました

議会を傍聴しよう。
定例月議会は、3月、6月、9月、
12 月に開催します。傍聴をご希
望の方は、会議開催日に、長浜
市役所６階議会事務局までお
越しください。

議会をもっと知ろう。
議会についての
ホームページは
こちらから見ら
れます。

20ながはま市議会だより

市内で元気に活動中の市民活動団体の皆さん

議会だより表紙を飾りませんか

〈注意事項〉未発表のもので、被写体（人物・建物等）の肖像権や撮影
対象関係者の承諾を得たものに限ります。応募作品の公開によるト
ラブルが生じた場合、応募者の責任及び負担において、その一切を
解決するものとします。営利目的、宗教活動、政治活動、また反社会
的団体に関する作品は応募できません。採用は、議会だよりにふさ
わしいものを市議会広報広聴委員会で決定し、著作権は長浜市に帰
属します。応募に係る一切の費用は応募者でご負担ください。

写真に団体名と、活動内容の紹介等コメント（60
文字程度）を添え、データを市議会事務局
（gikai@city.nagahama.lg.jp）へ１２月１日までに
送信ください。２月１日発行号（予定）に掲載します。


